
火災時の行動手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 火災発見時の対応
(1) 火災を知らせる
人が発見した場合は、大声で周囲に知らせるとともに非常ベルのボタンを押す。
自動火災報知設備等が作動した場合は、受信機が示す地区表示灯の場所と警戒区域一覧図を照合して確認し、現場へかけつける。また現場に急行する際は、消火器、懐中電灯、マスターキー等を携行する。
(2) 通報をする
火災を発見したら直ちに１１９番通報を行う。火災通報装置による場合は、ボタンをしっかり押して１１９番応答ランプが点滅したことを確認する。
通報するときは、火災発生現場の位置と目標及び火災状況及び避難状況を落ち着いて知らせる。

2. 初期消火
消火器等で燃えているものに向けて消火する。但し、天井に火が届くようになった時は避難する。

3. 避難誘導
(1) 避難方法
放送設備または携帯用拡声器を使用して火災の発生を知らせつつ、従業者が各室を回り口頭で避難誘導等を行う。火災が発生した場所に応じ、あらかじめ想定していた避難場所に避難させる。
(2) 避難状況の確認
屋外の安全な場所に着いたら速やかに避難完了者、負傷者、要救助者等について具体的な数字をふまえて正確に確認する。逃げ遅れた者がいないか確認する。

4. 被害状況の確認
避難者の状況を確認しながら、ケガをしていないか、気分がすぐれない者がいないか、体調を崩した者がいないかなどの確認を行う。
ケガ等に対して応急的な措置を施しつつ、病院での診察・診療等が必要と思われる者については病院への搬送を行う。

5. 消防隊への情報提供
[bookmark: _GoBack]現場に到着した消防隊に「出火場所」、「避難状況」、「逃げ遅れた入居者」、「施設の構造」等の情報を提供する。


